
浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を見据え、厚生労働省が示し

た「新しい生活様式」への移行を促進するとともに、FSC 認証材である天竜材の利用拡

大を図るため、在宅勤務の推進や非住宅建築物における密集・密接・密閉の３密対策等

の感染防止を目的として、FSC 認証材が使用された木製什器を購入かつ設置及びリノベ

ーションを実施した者に対し、その木製什器の購入費用や FSC 認証材を使用したリノベ

ーション費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関

しては、浜松市補助金交付規則（昭和 55 年３月 31 日浜松市規則第 17 号。以下「規則」

という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) FSC 認証材とは、浜松市内の FSC 認証林から生産され、浜松市内の FSC-COC 認証取

得事業者により製材・加工・納材された木材をいう。 

(2) 非住宅建築物とは、浜松市内に所在する併用住宅・分譲マンション・賃貸マンショ

ン・共同住宅の居住部分以外、事務所、店舗、私立保育園・私立幼稚園・私立学校等

の教育施設、病院、工場、その他市長が認めた建築物で公の施設を除いた施設をいう。 

(3) 木製什器とは、その大部分または主要部分が木材で製作されたものをいう。 

(4) リノベーションとは、FSC 認証材を使用した在宅勤務を行う住宅又は非住宅建築物

の改修工事をいう。 

(5) ３密対策とは、令和２年３月 28 日付厚生労働省が示した「３つの密を避けましょ

う」記載の新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための対策をいう。 

（補助対象者等） 

第３条 この要綱に定める補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者（以下「補助事

業者」という。）とする。 

(1) 市内の住宅又は非住宅建築物において、在宅勤務の推進、３密対策等の感染防止を

目的に、木製什器の購入・設置やリノベーションを実施した者 

(2) 市税・県税を完納している者 

(3) 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴

収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由が



あること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者及び団体は対象としない。 

(1) 暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成 24 年浜松市条例第 81 号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員などをいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者 

(4) (1)から(3)までに掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若

しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている

法人その他の団体 

(5) 前号(1)から(4)に該当する者が経営に事実上参画している団体 

(6) 特定の政治、宗教を目的とする団体 

(7) その他公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 

(8) 補助対象事業と同一の事業において、他の助成制度による財政的支援を受けた、又

は受ける見込みのある者 

（申請期間及び実施期間） 

第４条 補助金対象事業の申請期間及び実施期間は、令和４年４月１日から令和５年２月

28 日とする。 

（補助要件・対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、補助金対象事業の実施に要する経費として、

実施期間内に発生し、別表に掲げる補助要件を満たした経費（消費税及び地方消費税を

除く。以下「補助対象経費」という。）とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内で、別表に掲げる補助率・上限額とする。ただし、

千円未満は切り捨てとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、木製什器の導入またはリノベーション着手

の 10 日前（４月 10 日以前に木製什器の導入またはリノベーション着手をする場合はそ

の日）までに、次に掲げる書類を市長に対し、郵送又は持参により申請しなければなら

ない。 

（1） 補助金交付申請書（様式第１号） 



 (2) 事業計画・実績書（様式第２号） 

(3) 補助対象経費の内容が分かる書類（見積書・カタログ等） 

(4) 市税納付・納入確認同意書（様式第３号） 

(5) 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税特別徴収義

務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書（様式第４号） 

(6) 暴力団排除に関する誓約書（様式第５号） 

(7) 前号に規定するもののほか、市長が必要があると認める書類 

（交付の決定及び条件） 

第８条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当である

と認めたときは、提出の順に補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第６

号）により通知するものとする。 

２ 前項の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

(2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は、あらか

じめ市長の承認を得なければならないこと。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報

告してその指示を受けなければならないこと。 

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

(5) 市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従う

こと。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合

は、市長の承認を受けなければならないこと。 

(7) 補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調査

に協力しなければならないこと。 

(8) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合において

は、当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は

一部に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

(9) 第 16 条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、同条第２項の規定

により期限を定めて当該補助金の返還の命令を受けた場合において、規則第 18 条の２

の規定に基づき加算金又は遅延損害金を市に納付しなければならないこと。 



(10) 第 16 条第３項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補

助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第 18

条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は

未納額との相殺をすること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件 

３ 市長は、申請書の受付件数が、予算の範囲を超えたときは、申請書の内容を審査

した上で、補助金の交付を決定するものとする。 

４ 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金不交付決定通知書（様

式第７号）により通知するものとする。 

（軽微な変更） 

第９条 前条第２項第２号に定める軽微な変更とは、補助金の増額または２割以上の減額

が伴わない補助対象事業の変更をいう。 

（変更の承認申請） 

第 10 条 第８条第２項第２号の増減又は変更をしようとするときは、次に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。 

(1) 事業変更承認申請書（様式第８号） 

(2) 変更する補助対象経費の内容が分かる書類（見積書・カタログ等） 

(3) 前号に規定するもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 第８条第２項第４号の規定に基づく承認の申請は、事業取下げ承認申請書（様式第９

号）により行う。 

（事業変更等の通知） 

第 11 条 市長は、前条の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、変更の場合には補助金変更交付決定通知書（様式第 10 号）、中止し、

又は廃止しようとする場合には事業取下げ承認通知書（様式第 11 号）により通知する。 

（実績報告） 

第 12 条 事業完了後 15 日以内または補助金の交付の決定のあった日の属する年度の２月

28 日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

 (1) 補助金実績報告書（様式第 12 号） 

 (2) 事業計画・実績書（様式第２号）（申請時と変更がなければ不要） 

 (3) FSC 認証材を使用したことがわかる図面（リノベーションのみ） 



 (4) 在宅勤務を行っていることがわかる書類（住宅のみ） 

 (5) 補助対象経費の支出内容がわかる書類（納品書・請求書等） 

 (6) 補助対象経費の支出の完了がわかる書類（領収書・振込伝票等） 

 (7) 補助金対象事業を実施した状況がわかる書類（写真等） 

(8) その他市長が必要とする書類 

（交付の確定） 

第 13 条 市長は、前条の実績報告を受けたとき、その報告書類等を速やかに確認し、適当

と認めたときは補助金の交付を確定し、補助金交付確定通知書（様式第 13 号）により

通知するものとする。 

（請求の手続き） 

第 14 条 前条により補助金交付確定通知書を受けた者は、速やかに請求書（様式第 14 号）

を市長に提出しなければならない。 

（立入検査等） 

第 15 条 市長は、補助金の適正な交付のため必要があるときは、補助事業者に対して報告

をさせ、又はその職員に当該非住宅建築物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第 16 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときには、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

(1) 第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき 

(2) 補助金の申請又は補助対象事業において、不正、虚偽又はこの要綱の目的に反する

行為、その他不適正な行いがあったとき 

(3) 正当な理由がなく前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし

たとき 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付について不適当と認めるとき 

２ 前項の規定による補助金の交付の決定の取り消しを受け、補助金の返還の請求を受け

たとき、又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第 18 条の２の規定に

基づき、加算金及び遅延損害金を市に納付する。 

３ 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納



付しない場合、規則第 18 条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその

交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

４ 規則第 18 条の規定による返還命令書の通知は、補助金返還命令書（様式第 15 号）に

よる。 

５ 前４項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において 

も適用があるものとする。 

（財産の管理等） 

第 17 条 この要綱による補助金の交付を受けた補助事業者は、取得財産等について、保管

状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、

10 年間保管しておかなければならない。 

（財産処分の制限） 

第 18 条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産を、市

長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は

担保に供してはならない。 

２ 財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）を勘案した期間とする。 

（不可抗力に対する補助金対象事業の取扱い） 

第 19 条 前条までの規定にかかわらず、天災等補助事業者の責めに帰すことができない事

由により、実施期間内に補助金対象事業の完了が困難となった場合の取扱いについては

市長が定める。 

（雑則） 

第 20 条 この要綱の定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金に適用する。 



別表（第５条・第６条関係） 

事業名 

住宅における 

木製什器の購

入・設置 

住宅における 

リノベーション 

非住宅建築物に

おける木製什器

の購入・設置 

非住宅建築物に

おけるリノベー

ション 

対象施設 
浜松市内の住宅（賃貸等を含む） 住宅以外の浜松市内の施設 

（国・地方自治体の施設を除く） 

補助条件 

(1)補助対象の住居・施設は、常に使用していること。または、木製什

器の購入及び設置後、リノベーション実施後に使用見込みであるこ

と。 

(2)在宅勤務の実施や、施設の３密回避対策を主たる目的とすること。 

（学業や、趣味、娯楽等での目的で利用をしないこと。） 

(3)本事業で使用する木材は８割以上、FSC 認証材であること。 

 市長が、補助金の活用状況をホー

ムページ等により公表することに

同意すること。 

補助対象経費 

○木製什器の購

入費 

○FSC 認証材の

購入費（自ら

木製什器を作

製かつ設置し

た場合） 

○木工事費（材

料 費 等 を 含

む） 

○FSC 認証材の

購入費（自ら

リノベーショ

ンを実施した

場合） 

○木製什器の購

入費 

○FSC 認証材の

購入費（自ら

木製什器を作

製かつ設置し

た場合） 

○木工事費（材

料 費 等 を 含

む） 

○FSC 認証材の

購入費（自ら

リノベーショ

ンを実施した

場合） 

補助率 補助対象経費の税抜金額の２/３（千円未満は切り捨て） 

上限額 

500 千円 500 千円 500 千円 2,000 千円 

(1)１建築物（住宅・非住宅）につき、上限額を適用する。 

(2)木製什器の購入及びリノベーションを両方実施する場合の１建築物

の上限は、住宅は 500 千円、非住宅は 2,000 千円とする。



様式第１号（第７条関係）

補助金交付申請書
年  月  日

（あて先）浜松市長
申請者

                所 在  地：〒
（郵便番号・住所）

                事業者等名称：
代表者職・氏名：                 

                連絡先  TEL：
※自署であれば、押印不要

担当者（名前・TEL）：
※申請者と異なる場合は記載

令和 年度において浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業を実施したいので、浜松
市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金交付要綱第７条の規定に基づき、補助金を
交付されるよう関係書類を添えて申請します。

記

 １ 対象住居または施設の住所（番地・マンション（ビル）名・部屋番号まで記載）

    浜松市   区                     

 ２ 対象箇所が住居の場合はテレワークを実施する者の勤務先（会社名）
対象箇所が非住宅建築物の場合は施設の名称

３ 補助対象の木製什器の購入日またはリノベーション実施日

    年  月  日

 ４ 補助対象経費                 金          円
     ※税抜金額を記載すること。 

 ５ 補助金交付申請額               金          円
     ※補助対象経費の２／３または、上限額に達する場合は上限額を記載すること。
     ※千円未満は切り捨て。

６ 同一事業において、他の補助制度を活用していませんか。 

                   はい  ・  いいえ 

（“いいえ”を選んだ場合、本補助金の受給はできません。）

７ 本事業で使用した木材は８割以上、FSC認証材であることを確認しましたか。 

                   はい  ・  いいえ 

 （“いいえ”を選んだ場合、本補助金の受給はできません。） 
【添付資料】
(1)事業計画・実績書（第２号様式）
(2)補助対象経費の内容がわかる書類（見積書・カタログ等）
(3)市税納付・納入確認同意書（第３号様式）
(4)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書（様式第４号）（補

助金の申請者が給与取得者を雇用する場合に限る。）
(5)暴力団排除に関する誓約書（第５号様式）
(6)前号に規定するもののほか、市長が必要があると認める書類



様式第２号（第７条・第 12 条関係）

事業計画・実績書 

 １ 対象事業（該当するものを丸で囲む）

・住宅（木製什器の購入・設置）      ・住宅（リノベーション）

・非住宅建築物（木製什器の購入・設置）  ・非住宅建築物（リノベーション）

 ２（１） リノベーション実施事業者または木製什器購入先（※１）

住  所：

事業所名：

代表者名：

電話番号：

  （２） ＦＳＣ認証材購入先（※２）  

住  所：

       事業所名：

代表者名：

電話番号：

FSC‐COC 認証番号：

  ※１）リノベーションの実施又は木製什器の作製・設置を自ら行った場合は記載不要。

  ※２）リノベーション施工者又は木製什器の購入先に確認し記載。

３ 対象建築物の種類・用途  

以下の該当するものを丸で囲み、その他については、具体的に記入して下さい。

住宅（マンション等を含む）

事務所 

店舗 

私立保育園・私立幼稚園・私立学校等の教育施設 

病院 

工場 

その他（            ）

 ４ 具体的な新型コロナウイルス感染症対策の実施方法



様式第３号（第７条関係） 

市税納付・納入確認同意書 

  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

（取扱い 林業振興課） 

提案者（申請者） 

住所（または所在地） 

                 氏名（または法人名）（ふりがな） 

※法人の場合は法人代表者 

                                      ※自署であれば、押印不要

                 明・大・昭・平   年  月  日 生 

 下記の補助金交付申請に伴い、浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金

交付要綱第３条の規定により、市において、補助金交付申請者の市税の納付又は納入

の状況について確認することに同意します。 

記 

 申請補助金   浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金 



様式第４号（第７条関係） 



様式第５号（第７条関係） 

暴力団排除に関する誓約書 

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項につ

いて誓約します。 

また、浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会す

ることを承諾します。 

記 

１ 次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

（１）暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成 24年浜松市条例第 81号。以下「条例」という。)

第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（２）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員等と密接な関係を有する者 

（４）前３号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査

役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他

の団体 

（５）前４号に該当する者が経営に事実上参画している団体 

  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

             誓約者（施主） 

              住所（所在地） 

              氏名（名称及び代表者氏名）             

※自署であれば、押印不要



様式第６号（第８条関係） 

浜松市指令産林第  号 

  年  月  日 

                様 

浜松市長 

補助金交付決定通知書 

      年  月  日付けで申請のあった浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事

業費補助金について、浜松市補助金交付規則第７条の規定により次のとおり条件を付し

て補助します。 

記 

１ 交付決定額 

金 

百万 拾万 万 千 百 拾 円

２ 条件 

(1) 補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

(2) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は、あらかじ

め市長の承認を得なければならないこと。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報告

してその指示を受けなければならないこと。 

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

(5) 市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従うこ

と。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、

市長の承認を受けなければならないこと。 

(7) 補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調査に

協力しなければならないこと。 

(8) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合においては、

当該補助金交付の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一部

に相当する金額を市に納付しなければならないこと。 

(9) 第 16 条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、同条第２項の規定に

より期限を定めて当該補助金の返還の命令を受けた場合において、規則第 18 条の２の

規定に基づき加算金又は遅延損害金を市に納付しなければならないこと。 

(10) 第 16 条第３項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助

金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第 18条

の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未

納額との相殺をすること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件 



様式第７号（第８条関係） 

浜松市指令産林第  号 

  年  月  日 

               様

浜松市長

補助金不交付決定通知書

  年  月  日付け申請のあった事業について、浜松市新しい生活様式支援

天竜材活用事業費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり不交付することに

決定しましたので通知します。 

記

（不交付理由）

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金交付要綱第 条第 項の規定に違

反するため。



様式第８号（第 10条関係） 

事業変更承認申請書 

  年  月  日 

（あて先）浜松市長

申請者

                所 在  地：〒

（郵便番号・住所）

                事業者等名称：

代表者職・氏名：                 

                連絡先  TEL：
※自署であれば、押印不要

担当者（名前・TEL）：
※申請者と異なる場合は記載

     年  月  日付け浜松市指令産林第  号により補助金交付の決定を受けた、

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業を下記のとおり変更したいので、承認されるよ

う関係書類を添えて申請します。 

１ 変更の理由 

 （変更を受けようとする補助金の額及びその根拠など） 

２ 変更内容 



様式第９号（第 10条関係） 

事業取下げ承認申請書 

  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

申請者（施主） 

所 在  地：〒

                 事業者等名称：

代表者職・氏名：               

 連絡先  TEL：
        ※自署であれば押印不要 

     年  月  日付け浜松市指令産林第  号により補助金交付の決定を受けた、

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業を下記のとおり取下げたいので、承認されるよ

う申請します。 

１ 取下げの理由 



様式第 10号（第 11条関係） 

浜松市指令産林第  号 

  年  月  日 

                 様 

浜松市長 

補助金変更交付決定通知書 

     年  月  日付け浜松市指令産林第   号をもって補助金交付決定した、

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金額を次のとおり変更交付決定します。 

記 

１ 変更交付決定金額 

金 

拾万 万 千 百 拾 円

２ 変更交付決定理由 



様式第 11号（第 11条関係） 

浜松市指令産林第  号 

  年  月  日 

                 様 

浜松市長 

事業取下げ承認通知書 

     年  月  日付け浜松市指令産林第   号をもって補助金交付決定した、

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業について、  年  月  日付けの申請のと

おり取下げを承認します。 



様式第 12号（第 12条関係） 

補助金実績報告書
年  月  日

（あて先）浜松市長
申請者

                所 在  地：〒
（郵便番号・住所）

                事業者等名称：
代表者職・氏名：                 

                連絡先  TEL：
※自署であれば、押印不要

担当者（名前・TEL）：
※申請者と異なる場合は記載

     年  月  日付け浜松市指令産林第  号により補助金交付の決定を受けた、
浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。

記

 １ 対象住居または施設の住所（番地・マンション（ビル）名・部屋番号まで記載）

    浜松市   区                     

 ２ 対象箇所が住居の場合はテレワークを実施する者の勤務先（会社名）
対象箇所が非住宅建築物の場合は施設の名称

３ 補助対象の木製什器の購入日またはリノベーション実施日

    年  月  日

 ４ 補助対象経費                 金          円
     ※税抜金額を記載すること。 

 ５ 補助金交付申請額               金          円
     ※補助対象経費の２／３または、上限額に達する場合は上限額を記載すること。
     ※千円未満は切り捨て。

６ 同一事業において、他の補助制度を活用していませんか。 

                   はい  ・  いいえ 

（“いいえ”を選んだ場合、本補助金の受給はできません。）

７ 本事業で使用した木材は８割以上、FSC認証材であることを確認しましたか。 

                   はい  ・  いいえ 

 （“いいえ”を選んだ場合、本補助金の受給はできません。） 

【添付資料】
(1)事業計画・実績書（第２号様式） （申請時と変更がなければ不要）
(2)FSC 認証材を使用したことがわかる図面（リノベーションのみ）
(3)在宅勤務を行っていることがわかる書類（住宅のみ）
(4)補助対象経費の支出内容が分かる書類（納品書・請求書等）
(5)補助対象経費の支出の完了がわかる書類（領収書・振込伝票等）
(6)補助金対象事業を実施した状況が分かる書類（写真等）
(7)前号に規定するもののほか、市長が必要があると認める書類



様式第 13号（第 13条関係） 

浜 産 林 第     号 

  年  月  日 

                 様 

浜松市長 

補助金交付確定通知書 

     年  月  日付けの実績報告書を審査の結果、下記の金額について、浜

松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金として確定します。 

記 

金 

拾万 万 千 百 拾 円



様式第 14号（第 14条関係） 

請 求 書 

金            円 

浜松市新しい生活様式支援天竜材活用事業費補助金として、上記のとおり請求します。 

  年  月  日 

               請求者（施主） 

所 在  地：〒

（郵便番号・住所）

                 事業者等名称：

代表者職・氏名：                

 連絡先  TEL： 

※押印してください 

        【振込先】 

金融機関名  

支店名  

口座種別  普通  当座 

口座番号  

（ふりがな）  

口座名義  



様式第 15号（第 16条関係） 

浜松市指令産林第  号 

  年  月  日 

               様 

浜松市長 

補助金返還命令書 

     年  月  日付け浜産林第  号をもって交付を確定した、浜松市新し

い生活様式支援天竜材活用事業費補助金について、浜松市補助金交付規則第 18条の規

定により次のとおり返還を命ずる。 

記 

１ 返還を命ずる額 

金 

百万 拾万 万 千 百 拾 円

２ 交付金額    金            円 

３ 交付年月日       年  月  日 

４ 返還を命ずる理由 

５ 返還期限        年  月  日 


